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水 道 事 業 会 計水 道 事 業 会 計水 道 事 業 会 計水 道 事 業 会 計

　　【 業 務 の 予 定 量 】

(1) 水 道 給 水 栓 数 133,482 栓(対前年度比 0.2%減)

(2) 水 道 年 間 総 配 水 量 33,981,500 立方ﾒｰﾄﾙ(対前年度比 1.1%増)

(3) 水道一日平均給水量 93,100 立方ﾒｰﾄﾙ(対前年度比 1.1%増)

(4) 温 泉 一 日 供 給 量 4,042 立方ﾒｰﾄﾙ(対前年度比 0.7%減)

(5) 主要な建設改良事業

水 道 事 業 1,793,543 千円

　赤川低区浄水場整備　　　　　 　 1式

　配    水    管       　 　　6,043メートル

温 泉 事 業 14,256 千円

　供    給    管       　 　　  775メートル 

売 電 事 業 40,354 千円

　小水力発電設備整備　　　　 　 　1式

そ の 他 123,188 千円

その他

0.9億円　　　

その他

1.6億円　　　 温泉事業維持管理費等

0.8億円　　　

温泉事業

温泉供給収益等

1.1億円　　　 水道事業

その他特別損失

水道事業 12.5億円　　　

長期前受金戻入

1.8億円　　　 水道事業支払利息

3.4億円　　　

売電事業

水道事業 水道事業 建設改良費

一般会計繰入金 減価償却費等 0.4億円　　　

0.4億円　　　 14.1億円　　　

水道事業

工事補償金等 温泉事業

1.3億円　　　　 建設改良費等

0.3億円　　　

水道事業 売電事業企業債

維持管理費 0.4億円　　　　 水道事業

水道事業 16.1億円　　　 企業債償還金

給水収益 水道事業国庫補助金 13.3億円　　　

44.4億円　　　 0.6億円　　　　

水道事業

一般会計繰入金 水道事業

1.0億円　　　　 建設改良費

水道事業人件費 19.2億円　　　

10.3億円　　　 水道事業企業債

13.1億円　　　　

　収益的収入合計　　　　49.3億円 資本的収入合計　　 　 16.4億円

　収益的支出合計　　　　58.1億円 資本的支出合計　　　　33.2億円

　差　　　　　引(A)　　 -8.8億円 差　　　　　引(B)　　-16.8億円

（純　　損　　失　　　　10.0億円）

  減価償却費等　(C)   　24.5億円

　　  前年度末財源残額(D) 　         21.7億円

　　　当年度財源過不足額(E=A+B+C) 　 -1.1億円

　　  当年度末財源残額(F=D+E) 　     20.6億円

※平成26年度より，改定後の地方公営企業会計基準を適用して予算を作成している。

収入　支出

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

収益的収入及び支出収益的収入及び支出収益的収入及び支出収益的収入及び支出

収入　支出

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

資本的収入及び支出資本的収入及び支出資本的収入及び支出資本的収入及び支出

- 1 -



公 共 下 水 道 事 業 会 計公 共 下 水 道 事 業 会 計公 共 下 水 道 事 業 会 計公 共 下 水 道 事 業 会 計

　　【 業 務 の 予 定 量 】

(1) 排 水 戸 数 118,483 戸(対前年度比 0.1%増)

(2) 年 間 総 排 水 量 27,922,500 立方ﾒｰﾄﾙ(対前年度比 0.6%減)

(3) 一 日 平 均 排 水 量 76,500 立方ﾒｰﾄﾙ(対前年度比 0.6%減)

(4) 主要な建設改良事業

管 　 渠 　 事 　 業 710,750 千円

　下水管渠            　 　   　 2,700メートル

ポ ン プ 場 事 業 145,400 千円

　大手ポンプ場脱臭換気設備　　　     1式

処 理 場 事 業 105,700 千円

　汚水処理施設3系処理棟屋上防水　　　1式

　汚泥処理施設№1乾燥設備　　　　　　1式

そ の 他 92,091 千円

その他 その他

0.8億円　　　 1.9億円　　　

その他特別損失

5.4億円　　　

長期前受金戻入

19.0億円　　　 支払利息

12.7億円　　　

一般会計繰入金

12.5億円　　　 長期貸付金

0.3億円　　　

減価償却費等 貸付金返還金

35.1億円　　　 0.3億円　　　

工事補償金

0.2億円　　　 企業債償還金

39.1億円　　　

一般会計繰入金

下水道使用料 4.0億円　　　

46.7億円　　　

受益者負担金

0.1億円　　　

維持管理費

16.4億円　　　 国庫補助金

2.2億円　　　

建設改良費

人件費 企業債 10.5億円　　　

4.5億円　　　 19.8億円　　　

　収益的収入合計　　　　79.0億円 資本的収入合計　　　　26.6億円

　収益的支出合計　  　　76.0億円 資本的支出合計　　　　49.9億円

　差　　　　　引(A)　 　 3.0億円 差　　　　　引(B)　　-23.3億円

（純　　利　　益　　　　 2.6億円）

　減価償却費等　(C)　　 20.8億円

　　　前年度末財源残額(D)　　　　  　 16.2億円

　　　当年度財源過不足額(E=A+B+C)  　  0.5億円

　　　当年度末財源残額(F=D+E)　　　 　16.7億円

※平成26年度より，改定後の地方公営企業会計基準を適用して予算を作成している。
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交 通 事 業 会 計交 通 事 業 会 計交 通 事 業 会 計交 通 事 業 会 計

　　【 業 務 の 予 定 量 】

(1) 車 両 数 32 両(対前年度同)

(2) 年間走行キロメートル 1,006,280 ｷﾛﾒｰﾄﾙ(対前年度比 0.2%減)

(3) 年 間 総 輸 送 人 員 5,069,215 人(対前年度比 1.9%増)

(4) 一 日 平 均 輸 送 人 員 13,888 人(対前年度比 1.9%増)

(5) 主要な建設改良事業

建 　 　 物 　 　 費 65,000 千円

　駒場町変電所本館新設　　　　　　　1式

軌 　 　 道 　 　 費 108,080 千円

　軌　　道　　改　　良　　　　　 　60メートル

　分　岐　器　改　良　　　　　　　　1式

電 　 　 路 　 　 費 247,000 千円

　駒場町変電所改良　　　　　　　　　1式

　電 車 架 線 改 良　　　　　　　　 1式

そ 　 　 の 　 　 他 3,991 千円

その他

0.3億円　　　

その他 その他特別損失

0.7億円　　　 4.7億円　　　

支払利息

長期前受金戻入 0.2億円　　　

1.8億円　　　

減価償却費等

2.4億円　　　

一般会計繰入金

4.3億円　　　

維持管理費

4.8億円　　　

運輸収益

9.3億円　　　 工事負担金

0.7億円　　　

人件費 企業債償還金

6.1億円　　　 1.4億円　　　

一般会計繰入金

0.6億円　　　

建設改良費

企業債 4.2億円　　　

3.5億円　　　

　収益的収入合計　　　　16.1億円 資本的収入合計　　　　4.8億円

　収益的支出合計　  　　18.5億円 資本的支出合計　　　　5.6億円

　差　　　　　引(A)　   -2.4億円 差　　　　　引(B)　　-0.8億円

（純　　損　　失　　　　 2.6億円）

　減価償却費等　(C)　　  4.6億円

　　　前年度末財源残額(D)　　　　 　 -3.4億円

　　　当年度財源過不足額(E=A+B+C)  　 1.4億円

　　　当年度末財源残額(F=D+E)　　　　-2.0億円

※平成26年度より，改定後の地方公営企業会計基準を適用して予算を作成している。
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２２２２    消費税率消費税率消費税率消費税率のののの引上引上引上引上げにげにげにげに伴伴伴伴うううう料金改定料金改定料金改定料金改定についてについてについてについて    

 

(1) 水道料金・下水道使用料・温泉供給料金の改定について 

  

ア 改定の概要 

国の消費税法改正により，平成２６年４月１日から税率が５％から８％になるこ

とに伴い，１２月議会において水道・下水道・温泉の各条例改正案が可決されたこ

とを受けて，水道料金・下水道使用料・温泉供給料金が改定されます。 

     ４月１日からの改定となりますが，水道料金・下水道使用料については，２ヶ月

に１度の水道メーター検針となっておりますので，実質４月・５月の２ヶ月で使用

した分として計算される，６月分（６月１日以降の検針分）より適用となります。 

温泉供給料金は，日供給量の定量契約ですので，４月分より改定となります。 

  

イ 改定の主な内容 

 次ページに，水道料金・下水道使用料の新旧比較表を記載しておりますのでご覧

ください。 

その次のページに一般家庭において，どの程度の料金アップになるかの，モデル

ケースを幾つか載せて有りますので，御参照ください。 

 

ウ お客さまへの周知 

  お客さまへの広報につきましては，「企業局だより」４月号，およびに市のホー

ムページに掲載いたします。 

また，６月１日以降に検針を行った際に発行される検針票に，今回から消費税増

税のため，料金改定されている旨の記載と，裏面に改定後の新たな料金表を載せる

こととしています。  

温泉供給料金については，湯川地区の温泉使用者が１００件程度である事から，

個別に改定料金のお知らせを配布することを検討しています。 
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○○○○　　　　水道料金水道料金水道料金水道料金・・・・下水道使用料下水道使用料下水道使用料下水道使用料・・・・温泉供給料金温泉供給料金温泉供給料金温泉供給料金のののの新旧比較表新旧比較表新旧比較表新旧比較表

ア　水道料金

（単位：円）

　　　13ｍｍ 745.50 766.80 21.30

　　　20ｍｍ 1,165.50 1,198.80 33.30

　　　25ｍｍ 1,774.50 1,825.20 50.70

　　　40ｍｍ 3,969.00 4,082.40 113.40

　　　50ｍｍ 9,922.50 10,206.00 283.50

　　　75ｍｍ 19,845.00 20,412.00 567.00

　　 100ｍｍ 39,690.00 40,824.00 1,134.00

     125ｍｍ 79,380.00 81,648.00 2,268.00

     150ｍｍ 119,070.00 122,472.00 3,402.00

     200ｍｍ 198,450.00 204,120.00 5,670.00

     250ｍｍ 277,830.00 285,768.00 7,938.00

     300ｍｍ 396,900.00 408,240.00 11,340.00

（単位：円）

公衆浴場用 一般用

10㎥を越え20㎥まで
1㎥につき

20㎥を越え30㎥まで
1㎥につき

30㎥を越える分
1㎥につき 1㎥につき 1㎥につき

現行料金 112.35 145.95 153.30 72.45 153.30

改定料金 115.56 150.12 157.68 74.52 157.68

差　　額 3.21 4.17 4.38 2.07 4.38

一般汚水 （単位：円）

現行基本料金
（0～10㎥）

改定基本料金
（0～10㎥）

差　　額

1,438.50 1,479.60 41.10

（単位：円）

現行料金 143.85 155.40 164.85 183.75 201.60

改定料金 147.96 159.84 169.56 189.00 207.36

差　　額 4.11 4.44 4.71 5.25 5.76

（単位：円）

現行基本料金
（0～300㎥）

改定基本料金
（0～300㎥）

差　　額

3,360.00 3,456.00 96.00

（単位：円）

現行料金 11.55

改定料金 11.88

差　　額 0.33

ウ　温泉供給料金

（単位：円）

公衆浴場用 その他

現行料金 1,890.00 2,100.00 2,100.00

改定料金 1,944.00 2,160.00 2,160.00

差　　額 54.00 60.00 60.00

1000㎥を越える分
1㎥につき

超過料金
300㎥を越える分

1㎥につき

営業用

公衆浴場から排出される汚水

100㎥を越え1000㎥まで
1㎥につき

一般家庭用

用　　途

メーター口径
現行基本料金
（0～10㎥）

改定基本料金
（0～10㎥）

差　　額

水量料金

家庭用

超過料金
10㎥を越え20㎥まで

1㎥につき
20㎥を越え30㎥まで

1㎥につき
30㎥を越え100㎥まで

1㎥につき

イ　下水道使用料

（日供給量1㎥につき）
（月額）

（日供給量1㎥につき）
（月額）

（日供給量1㎥につき）
（月額）
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合　　計

現行料金 ４，３６６円

改定料金 ４，４９０円

差　　額 １２４円増

合　　計

現行料金 ５，６４８円

改定料金 ５，８０８円

差　　額 １６０円増

合　　計

現行料金 ７，７６８円

改定料金 ７，９９０円

差　　額 ２２２円増

合　　計

現行料金 ９，０４９円

改定料金 ９，３０８円

差　　額 ２５９円増

合　　計

現行料金 １０，３３２円

改定料金 １０，６２６円

差　　額 ２９４円増

合　　計

現行料金 １１，５５０円

改定料金 １１，８７８円

差　　額 ３２８円増

カ　メーター口径２５ｍｍ　２ヶ月で４０㎥使用の場合

５，７９６円 ５，７５４円

５，９６０円 ５，９１８円

１６４円増 １６４円増

ア　メーター口径１３ｍｍ　２ヶ月で２０㎥使用の場合

水道料金 下水道使用料

３，４５４円 ４，３１４円

３，５５２円 ４，４３８円

９８円増 １２４円増

２，９５８円

水道料金 下水道使用料

１，４９０円

４２円増 ８２円増

水道料金 下水道使用料

水道料金 下水道使用料

２，８７６円

１，５３２円

○○○○　　　　一般家庭一般家庭一般家庭一般家庭におけるにおけるにおけるにおける水道料金水道料金水道料金水道料金・・・・下水道使用料下水道使用料下水道使用料下水道使用料のののの改定料金改定料金改定料金改定料金モデルモデルモデルモデル　（　（　（　（２２２２ヶヶヶヶ月料金月料金月料金月料金））））

５８円増 １０２円増

イ　メーター口径１３ｍｍ　２ヶ月で２５㎥使用の場合

エ　メーター口径２０ｍｍ　２ヶ月で３５㎥使用の場合

ウ　メーター口径２０ｍｍ　２ヶ月で３０㎥使用の場合

２，０５２円 ３，５９６円

２，１１０円 ３，６９８円

水道料金 下水道使用料

４，０１５円 ５，０３４円

４，１３０円 ５，１７８円

１１５円増 １４４円増

オ　メーター口径２０ｍｍ　２ヶ月で４０㎥使用の場合

水道料金 下水道使用料

１３０円増 １６４円増

４，５７８円 ５，７５４円

４，７０８円 ５，９１８円
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ア　改定の概要

　　会へ提案いたします。

イ　改定の主な内容

現行200円および220円の区間を改定（他は据え置き）

2kmまで 200円 → 210円 （+10円）

4kmまで 220円 → 230円 （+10円）

7kmまで 240円 → 240円 （据え置き）

7km超 250円 → 250円 （据え置き）

改定後の大人運賃の1/2（端数切り上げ）

2kmまで 100円 → 110円 （+10円）

4kmまで 110円 → 120円 （+10円）

7kmまで 120円 → 120円 （現行と同じ）

7km超 130円 → 130円 （現行と同じ）

定期の全券種において据え置き

現在の発売額および使用可能金額のまま据え置き

　　・１日乗車券ほか 現在の発売額のまま据え置き

対キロ区間制から19,000円の定額制へ改定（小児等は10,000円）

ウ　改定までのスケジュール

　　・H26. 2　　電車料金条例の改正および当初予算に係る議案の提案

　　・H26. 3　　議決後，北海道運輸局へ変更認可申請

　　・H26. 4　　認可（申請後，2～3週間程度）

　　　　　　　　施行期日を定める規則の制定

　　・H26. 5　　運賃改定実施（5/1を予定）

エ　お客さまへの周知

　　　認可申請後，速やかにホームページや「企業局だより」４月号等で情報提供するほか，

　　運賃改定実施時にも改めてホームページ等を活用して広報します。

　　・貸　切　運　賃

　(2) 電車乗車料金の改定について

　　　電車の乗車料金については，認可上10円単位の料金設定となっているため，単純に税

　　率を乗じ四捨五入による10円単位の運賃へと改定を行った場合，運賃収入全体の改定率

　　が税率の改定率を超えるケースや，逆に不足するケースが生じることから,全体で105分

　　の108以内の改定率に収まるよう個々に調整を行い，以下のように改定する内容で2月議

　　・普通運賃(大人)

　　・普通運賃(小児)

　　・定　期　運　賃

　　・回　　数　　券
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３３３３    小水力発電設備整備小水力発電設備整備小水力発電設備整備小水力発電設備整備についてについてについてについて    

 

(1) 事業の概要 

本事業は，新中野ダムから赤川高区浄水場に原水を送る導水管路の高低差

を利用した小水力発電設備を同浄水場内に設置し，国が定めた「再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度」の利用による安定的な売電収入を確保すると

ともに，環境負荷の低減を図る。 

 

○ 発電設備設置箇所  ： 赤川高区浄水場構内 

○ 発電設備出力    ： ２００kW未満 

○ 年間平均発電量   ： 約１４０万 kWh 

※ 一般家庭約 260 世帯分の年間使用電力量

に相当し、年間ＣＯ２削減量は約 680ｔ 

○ 売電先       ： 北海道電力株式会社 

○ 発電設備事業費   ： 約５億円 

※ 平成 25年度 ：  8,400千円 

平成 26年度 ： 40,354千円 

 

 

(2) 今後の予定 

○ 平成 26～27年度  小水力発電設備整備 

○ 平成 28年度    小水力発電稼働，売電開始予定 
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